
令和５年度 

発注者綱紀保持推進計画 

 

 

近畿中国森林管理局 

発注者綱紀保持委員会 

発注者綱紀保持推進計画は、近畿中国森林管理局発注者綱紀保持取組指針

(令和３年７月８日付け３近総第 71 号-１)に基づき、発注者綱紀保持委員会

が中心となり毎年度作成し、コンプライアンス推進本部及び入札監視委員会

等と連携し、各署等と一体となって取り組む。 

また、農林水産省発注者綱紀保持規程等の定着を図るため、巡回点検及び

抜き打ち監査を行い近畿中国森林管理局発注者綱紀保持取組指針に基づく各

施策の取り組み状況の評価を行い、ＰＤＣＡサイクルに則り、評価結果や社

会情勢の変化等を踏まえ、新規施策の追加、目標の数値設定などの計画見直

しを行う。  

 



発注者綱紀保持推進体制 

 

連携・協力 

・コンプライアンス推進本部

・入札監視委員会等

委員長：局長 

幹事：総務企画部長 

総務課長 

 経理課長 

委員：監査官（２） 

契約適正化専門官（３） 

総務課課長補佐 

経理課課長補佐 

外部委員 

庶務：総務課 

調査審議事項 

(1) 不当な働きかけを受けたとして報告の

あった事業の調査分析及び公表に関する 

こと。 

(2) 発注担当職員の的確な職務遂行のための

研修及び講習の方針に関すること。 

(3) 発注者綱紀保持対策の事業者への周知の

方策に関すること。 

(4) その他の発注者綱紀保持に関して必要

な事項に関すること。 

発注者綱紀保持委員会  

直轄事業契約監視等委員会 

委員長：総務課長 

委 員：経理課長 

監査官(2) 

契約適正化専門官(3) 

総務課課長補佐 

経理課課長補佐 

外部委員 

庶 務：総務課 

調査審議事項 

(1) 巡回点検及び抜き打ち監査に関

すること。

(2) 再就職者の在籍する法人の受注

状況に関すること。

(3) コンプライアンスに係る具体的

なマニュアルの整備及び研修に

関すること。

(4) その他発注者綱紀保持委員会の

調査審議事項のうち特定事項に

関すること。

各種取組の 

指示・指導・点検

［署等における推進体制］ 

推進者：署長等(リーダー) 

次長等、総括事務管理官、総括森林整備官、総括治山技術官 

その他署長等が指名する者 

取組事項 

(1) 発注者綱紀保持の徹底(職員研修の実施等)

(2) 入札・契約事務における情報管理の徹底

(3) 監督・検査業務の適正な実施

(4) 事業者との適正な関係の維持と円滑な事業実行の確保



発注者綱紀保持推進施策 

1 発注者綱紀保持の徹底 

（１） 職員に対する研修の徹底

① 研修の内容

 

② 会議等における実施計画

会議名等 実施時期 備考 

署長等会議 第１四半期 左記会議において、「発注者綱

紀保持研修」を実施する。講師

は、総務企画部長、外部委員等

が行う。 

新任管理者及び新任署長

等 

第１四半期 発注者綱紀保持委員会とコン

プライアンス推進本部が連携し

て実施する 

署等の出署日等 第１四半期まで

に実施（署等全

職員） 

令和５年度発注者綱紀保持推

進計画に基づき、署長等が所属

職員を対象に研修を実施する。 

局課（センター）打合せ

等 

第１四半期まで

に実施（課(セ

ンター)全職

員） 

令和５年度発注者綱紀保持推

進計画に基づき、課長(センタ

ー所長)等が所属職員を対象に

研修を実施する。 

・農林水産省発注者綱紀保持規程に関すること

・発注事務に係る不正行為の防止

・利害関係者との接触ルール

・内部通報及び第三者から不当な働きかけがあった場合の対応

・適正な監督・検査業務

・贈収賄や官製談合が発覚しないことはあり得ないこと

・収賄や官製談合に関与した場合は、厳正な刑事罰、懲戒処分、損害賠償請

求の対象となり、本人や家族が生活基盤を失い悲惨な状況になること

・事業者やＯＢだけでなく職場の上司・同僚も含む第三者からの不当な働き

かけがあった場合の報告は職員に課せられた義務であること

・上司からの指示により不祥事に関与した場合も懲戒処分等の対象となるこ

と

・工事が完成していない又は委託契約の成果品や調達物品が納入されていな

いにもかかわらず、内容虚偽の検査調書を作成して支払いを行うことは刑

事罰になること

等 



③ 各種研修における実施計画

本年度、近畿中国森林管理局研修実施計画に計上している研修の内、

局で実施する研修(市町村等職員が参加する研修を除く)においては、１

時間程度の発注者綱紀保持に関する研修カリキュラムを導入する。研修

講師は、総務企画部長等とする。 

別紙１「令和５年度発注者綱紀保持を含む研修等の実施予定」参照 

④ コンプライアンスキャラバンの実施計画

時期及び実施方法等については、コンプライアンス推進本部と連携し

全職員を対象に取り組む。（例年：7 月、12 月） 

⑤ その他

署長等及び課長等は、会議や打合せ等の各種機会をとらえて、所属の

職員を対象に発注者綱紀保持研修を実施する。 

（２） 利害関係者との飲食ルールの厳格な保持

近畿中国森林管理局コンプライアンス推進行動計画「NO.4 利害関係者

との飲食等に係る対応」に基づき対応・徹底する。 

 なお、利害関係者等との飲食に係る事前の届出については、令和４年６

月 30 日付け総務企画部長事務連絡により、適切に対応する。 

（３） 事業者に対する周知徹底

・近畿中国森林管理局コンプライアンス推進行動計画「NO.3 事業者か

らの予定価格等漏洩への働きかけへの対応」に基づき対応する。

・局及び署等においては、事業説明会や事業者団体の研修会の場等にお

ける周知や、別紙２「事業者への皆様へ発注者綱紀保持にご協力をお

願いします」のリーフレットの配付及び応接スペースへ掲示して周知

する。

・署等において、森林整備事業、治山工事等の契約の際に、署長等から

事業者に対して、毎回、公務員倫理及び発注者綱紀の保持について､事

業者向けリーフレット等を活用して協力要請を行う。

（４） 執務環境の整備、事業者・ＯＢとの応接ルール及び第三者からの不当な

働きかけに対する報告の徹底

近畿中国森林管理局コンプライアンス推進行動計画「NO.5 職場の体質

改善」に基づき対応する。また、会議や研修等の各種機会をとらえて周知

徹底を図る。 

（５） 内部通報制度の周知徹底

内部通報及び第三者から不当な働きかけがあった場合の報告義務につい

て、職員周知用リーフレットとして、別紙３「局総務課に内部通報の受付

相談窓口を設けています」、別紙４「不当な働きかけを受けた場合は、必ず



報告しましょう」を、出署日等の機会を利用して全職員に配布するととも

に、職員研修等を実施し、繰り返し周知徹底を図る。 

２ 定着状況の把握・点検等の効果的な実施 

（１）巡回点検及び抜き打ち監査

① 巡回点検等の目的

発注者綱紀保持対策（入札・契約事務における情報管理、監督・検査

業務の適正な実施、内部通報制度の周知、事業者との適正な関係の維持

等）の定着状況を把握し、必要な対策を講じる。 

なお、令和５年度における発注者綱紀保持委員会による巡回点検は、

治山工事を重点対象として、５年度～６年度の２年間で全署等を一巡す

るよう計画する。 

② 巡回点検の方法等

ア 巡回点検は、令和３年度及び令和４年度に実行した治山工事のう

ち、それぞれ最終契約金額が最も大きい工事を１件ずつ抽出し実施す

る。

イ 巡回点検は、別途定める巡回点検チェックリストを用いて、令和３

年度治山工事、令和４年度治山工事及びその他共通に区分して実施す

る。

ウ 巡回点検は、点検対象の治山工事について実施し、一件書類を確認

するとともに、担当者から聞き取りを行う。

特に「監督」、「契約の変更」、「完成検査」を重点項目として実施す

る。 

エ その他共通に関するチェックリストは、令和４年度の巡回点検から

令和５年度の巡回点検までの間において、項目ごとに直近の取組等を

確認するとともに、担当者から聞き取りを行う。

オ 巡回点検の実施に当たっては、局治山課と発注者綱紀保持委員とが

連携し実施するよう努める。

③ 巡回点検計画

別紙５「令和５年度巡回点検計画表」に基づき実施する。

④ 抜き打ち監査

巡回点検の結果、不適正な事務処理が確認された署等については、当該

年度に実行した全ての治山工事について、不適正な処理が確認された点検

項目に係る 一件書類の確認等による抜き打ち監査を実施することとする。 

（２）入札・契約事務における情報管理の徹底

予定価格等の情報管理の徹底を図るため、以下の取組を徹底するととも

に、巡回点検によりチェックを行う。 



・積算関係など発注事務に関する電子データへのパスワード設定等のアクセ

ス制限

・予定価格の積算と決定の分離

・予定価格は、入札日の前日以降に決定

・積算基準類の公表

・予定価格を含む契約情報の事後公表

・個々の発注案件に係る事業者からの質問は、指定の方法により受け付けホ

ームページで回答

（３）監督・検査業務の適正な実施

① 局が主催する担当者打合せや会議等において、監督・検査業務の適正

な実施について改めて周知する。

② 検査職員の任命に当たっては、監督職員との兼務禁止や、担当職員が

所属するグループ以外の職員への任命を徹底する。

③ 監督職員から工事等の進捗状況の署長等への定期報告を徹底し、署等

内における工事等の進捗状況の共有を徹底する。

３ 発注者綱紀保持推進計画等の定着状況の把握と翌年度計画への反映 

（１）署長等の自覚を促しリーダーシップのある取組を促進していくととも

に、危機意識を継続させるため、局発注者綱紀保持委員会において、全

ての署長等から署等における公務員倫理及び発注者綱紀保持推進計画、

適正かつ円滑な事業実行に向けた取組状況等についてヒアリングを実施

する。

（２）ヒアリングは、署長等会議（第１四半期、第４四半期）などの機会を

捉えて実施し、聞き取った内容を参考に翌年度の発注者綱紀保持持推進

計画に反映する。

（３）署長等及び課長等は、この計画に基づく職場内研修等の実施状況を別

紙６「令和５年度 発注者綱紀保持推進計画取組状況報告」に取りまと

め、第２四半期及び第４四半期の終了後、翌月の 10 日までに発注者綱紀

保持委員会事務局（総務課）に報告するものとする。



機密性２情報 局内限り

別紙１

令和５年４月１日時点

局研修（研修名） 事業者指導（対象）

４月
新規採用研修
発注者綱紀保持研修（署長等会議）

５月
基礎全般研修
治山技術研修（２年目）

６月 生産・販売技術者研修

７月
広報研修
ＧＮＳＳ研修
局幹部等によるコンプライアンスキャラバン

８月 林道技術研修（２年目）

９月 コンプライアンス講習会（大阪林業土木協会）

10月 基礎コースフォローアップ研修

11月
森林官養成研修
外部講師による発注者綱紀保持研修（署長等会議）

12月 局幹部等によるコンプライアンスキャラバン 林業事業体（造林・生産）との意見交換会

１月 治山・林道（通信研修）スクーリング 調査設計会社との意見交換会

２月

３月 森林土木事業体との意見交換会

令和５年度 発注者綱紀保持を含む研修等実施計画
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係
者
の
あ
る
事
業
者
の
皆
様
か
ら
、

⾦
銭
、
物
品
の
贈
与
、
酒
⾷
等
の
も
て
な
し
、
⾞
で
の
送
迎
な
ど
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
受
け
る
こ
と
や
、
⼀
緒
に
⿇
雀
・
ゴ
ル
フ
・
旅
⾏
等
を
す
る
こ
と
は
禁
⽌
さ

れ
て
い
ま
す
。

＜
問
い
合
わ
せ
先
＞

○
○
森
林
管
理
署

○
○
○
○

電
話
：
〇
〇
〇
-〇
〇
〇
-○
○
○
○

令
和
〇
年
〇
⽉
〇
⽇

※
違
反
し
た
職
員
は
、
賄
賂
を
受
け
取
ら
な
く
て
も
、
５
年
以
下
の
懲
役
⼜
は
25
0

万
円
以
下
の
罰
⾦
、
職
員
に
対
す
る
賠
償
請
求
、
懲
戒
処
分
に
よ
り
失
職
し
ま
す
。

※
官
製
談
合
防
⽌
法
は
、
⼀
⾒
す
る
と
公
務
員
の
み
に
適
⽤
さ
れ
「
事
業
者
」
に
は
関

係
な
い
法
律
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
刑
法
第
６
５
条
第
１
項
に

「
⾝
分
犯
の
共
犯
」
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
り
、
「
事
業
者
」
の
社
員
が
官
製
談
合
防

⽌
法
第
８
条
に
違
反
し
た
「
職
員
」
の
共
犯
と
さ
れ
た
判
例
も
あ
り
ま
す
。

（
名
古
屋
地
裁
H2
9.
2.
21
判
決
）

別紙２



事
業
者
の
皆
様
へ

〜
発
注
者
綱
紀
保
持
に
ご
協
⼒
を
お
願
い
し
ま
す
〜

⼊
札
談
合
等
関
与
⾏
為
防
⽌
法
（
官
製
談
合
防
⽌
法
）
※
を

知
っ
て
い
ま
す
か
︖

職
員
が
以
下
の
⾏
為
に
関
わ
る
こ
と
は
、
法
律
で
禁
⽌
さ
れ

て
い
ま
す
。

①
談
合
の
明
⽰
的
な
指
⽰

（
具
体
例
）
・
事
業
者
ご
と
の
年
間
受
注
⽬
標
額
を
提
⽰
し
、
事
業
者
に
調
整
を
指
⽰

②
受
注
者
に
関
す
る
意
向
の
表
明

（
具
体
例
）
・
契
約
の
相
⼿
⽅
と
な
る
者
を
あ
ら
か
じ
め
指
名
、
契
約
の
相
⼿
⽅
と
な

る
べ
き
者
と
し
て
希
望
す
る
旨
の
意
向
を
教
⽰
、
⼜
は
⽰
唆

③
発
注
に
係
る
秘
密
情
報
の
漏
洩

（
具
体
例
）
・
予
定
価
格
の
漏
洩
、
推
測
で
き
る
情
報
の
教
⽰
、
⽰
唆

・
公
表
前
の
発
注
情
報
（
⼊
札
実
施
予
定
）
の
教
⽰
、
⽰
唆

・
⼊
札
参
加
希
望
者
の
教
⽰
、
⽰
唆

・
総
合
評
価
落
札
⽅
式
に
お
け
る
評
価
内
容
の
教
⽰
、
⽰
唆

④
特
定
の
談
合
の
幇
助

（
具
体
例
）
・
事
業
者
が
作
成
し
た
落
札
予
定
者
割
付
表
の
承
認

・
特
定
の
事
業
者
の
働
き
か
け
に
応
じ
た
⼯
事
の
分
割
発
注
、
参
加
資
格

の
設
定

①
執
務
室
へ
の
⽴
ち
⼊
り
制
限

・
名
刺
は
、
備
え
付
け
の
「
名
刺
受
」
に
お
⼊
れ
く
だ
さ
い
。

・
職
員
に
ご
⽤
の
⽅
は
、
受
付
窓
⼝
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

・
関
係
者
以
外
の
執
務
室
へ
の
⼊
室
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

②
事
業
者
と
の
応
接
⽅
法

・
打
合
せ
等
は
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
で
複
数
の
職
員
で
対
応
し
ま
す
。

③
不
当
な
働
き
か
け
が
あ
っ
た
場
合
の
対
応

・
不
当
な
働
き
か
け
と
は
、

予
定
価
格
を
聞
き
出
す
⾏
為

⼊
札
参
加
業
者
を
聞
き
出
す
⾏
為

技
術
評
価
点
を
聞
き
出
す
⾏
為

公
表
前
の
発
注
情
報
等
を
聞
き
出
す
⾏
為

な
ど
で
す
。

・
不
当
な
働
き
か
け
が
あ
っ
た
場
合
は
、

事
業
者
名
（
⽒
名
）
、
内
容
等
を
記
録
し
、
報
告
、
公
表
し
ま
す
。

※
⼊
札
談
合
等
関
与
⾏
為
防
⽌
法
：
「
⼊
札
談
合
等
関
与
⾏
為
の
排
除
及
び
防
⽌

並
び
に
職
員
に
よ
る
⼊
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
⾏
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」

近
畿
中
国
森
林
管
理
局
で
は
、
発
注
事
務
に
関
す
る
国
⺠
の

信
頼
を
確
保
す
る
た
め
、
「
執
務
室
へ
の
⽴
ち
⼊
り
制
限
」
、

「
事
業
者
等
と
の
応
接
⽅
法
」
、
「
事
業
者
等
か
ら
不
当
な

働
き
か
け
が
あ
っ
た
場
合
の
対
応
」
を
定
め
、
遵
守
し
て
い

ま
す
。

〇
物
品
の
贈
与
等
は
固
く
お
断
り
し
ま
す
。

国
家
公
務
員
は
、
法
令
に
よ
り
、
利
害
関
係
者
の
あ
る
事
業
者
の
皆
様
か
ら
、

⾦
銭
、
物
品
の
贈
与
、
酒
⾷
等
の
も
て
な
し
、
⾞
で
の
送
迎
な
ど
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
受
け
る
こ
と
や
、
⼀
緒
に
⿇
雀
・
ゴ
ル
フ
・
旅
⾏
等
を
す
る
こ
と
は
禁
⽌
さ

れ
て
い
ま
す
。

＜
問
い
合
わ
せ
先
＞

近
畿
中
国
森
林
管
理
局

総
務
課

電
話
：
05
0-
31
60
-6
70
0

令
和
５
年
４
⽉
１
⽇

※
違
反
し
た
職
員
は
、
賄
賂
を
受
け
取
ら
な
く
て
も
、
５
年
以
下
の
懲
役
⼜
は
25
0

万
円
以
下
の
罰
⾦
、
職
員
に
対
す
る
賠
償
請
求
、
懲
戒
処
分
に
よ
り
失
職
し
ま
す
。

※
官
製
談
合
防
⽌
法
は
、
⼀
⾒
す
る
と
公
務
員
の
み
に
適
⽤
さ
れ
「
事
業
者
」
に
は
関

係
な
い
法
律
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
刑
法
第
６
５
条
第
１
項
に

「
⾝
分
犯
の
共
犯
」
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
り
、
「
事
業
者
」
の
社
員
が
官
製
談
合
防

⽌
法
第
８
条
に
違
反
し
た
「
職
員
」
の
共
犯
と
さ
れ
た
判
例
も
あ
り
ま
す
。

（
名
古
屋
地
裁
H2
9.
2.
21
判
決
）



外
部
受
付
・
相
談
窓
⼝
（
弁
護
⼠
）

〒
10
3-
00
27

東
京
都
中
央
区
⽇
本
橋
3丁

⽬
5番

12
号

⽇
本
橋
Ｍ
Ｍ
ビ
ル
6階

蜂
須
総
合
法
律
事
務
所

農
林
⽔
産
省
内
部
通
報
外
部
窓
⼝

外
部
窓
⼝
個
別
担
当
員

弁
護
⼠

⾓
⽥
篤
紀

メ
ー
ル

no
us
ui
sh
ou
_g
ai
bu
m
ad
og
uc
hi
@
ha
ch
isu
-la
w.
jp

近
畿
中
国
森
林
管
理
局
に
お
け
る
法
令
遵
守
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）
等
を
確
保
す
る
た
め
、

局
総
務
課
に
内
部
通
報
の
受
付
・
相
談
窓
⼝
を
設
け
て
い
ま
す
。（
職
員
⽤
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
「
機
２
庁
内
限
り
」
）

※
通

報
は

、
客

観
的

事
実

に
基

づ
き

、
誠

実
に

⾏
う

必
要

が
あ

り
ま

す
。

※
内

部
通

報
等

を
⾏

わ
ず

に
、

上
司

の
指

⽰
に

従
う

な
ど

し
て

不
正

⾏
為

に
関

与
し

た
場

合
は

、
⾃

⾝
も

懲
戒

処
分

等
の

対
象

に
な

り
得

ま
す

。

令
和
５
年
４
⽉
１
⽇

近
畿
中
国
森
林
管
理
局
総
務
課


内

部
通

報
制

度
の

活
⽤

は
、

組
織

内
の

不
適

正
事

案
の

芽
を

⼩
さ

な
う

ち
に

摘
み

取
り

、
深

刻
な

事
態

に
な

る
前

に
早

期
に

是
正

す
る

う
え

で
、

と
て

も
重

要
で

す
。


あ

な
た

の
通

報
が

、
組

織
全

体
の

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

の
維

持
・

強
化

に
つ

な
が

り
ま

す
。


職

場
内

で
法

令
違

反
を

⾒
聞

き
し

た
場

合
は

、
み

て
⾒

ぬ
ふ

り
を

せ
ず

、
内

部
通

報
制

度
(※

）
を

活
⽤

し
ま

し
ょ

う
。

①
下

記
の

受
付

・
相

談
窓

⼝
で

、
職

員
に

つ
い

て
の

法
令

違
反

⾏
為

等
に

関
す

る
通

報
・

相
談

を
受

け
付

け
て

い
ま

す
。

②
局

総
務

課
に

お
い

て
、

必
要

な
調

査
を

実
施

し
ま

す
。

③
調

査
の

結
果

に
応

じ
て

、
必

要
な

是
正

措
置

及
び

再
発

防
⽌

策
を

講
じ

ま
す

。

※
通

報
・

相
談

に
関

す
る

秘
密

及
び

個
⼈

情
報

は
厳

守
さ

れ
ま

す
。

※
匿

名
の

、
通

報
・

相
談

に
つ

い
て

も
可

能
な

限
り

対
応

し
ま

す
。

※
通

報
者

は
保

護
さ

れ
ま

す
。

通
報

等
を

⾏
っ

た
こ

と
を

理
由

と
し

た
通

報
者

に
対

す
る

不
利

益
な

取
扱

い
は

禁
⽌

さ
れ

て
い

ま
す

。

内
部
受
付
・
相
談
窓
⼝
（
局
総
務
課
）

☑
【
郵
便
】

〒
53
0-
00
42

⼤
阪
府
⼤
阪
市
北
区
天
満
橋
1-
8-
75

☑
近
畿
中
国
森
林
管
理
局

総
務
課

☑
【
FA
X】

０
６
－
６
８
８
１
－
３
５
６
４

☑
【
メ
ー
ル
】

na
ib
ut
su
ho
_k
in
ch
u@

m
af
f.g
o.
jp

☑
【
電
話
】

０
６
－
６
８
８
１
－
３
４
１
６

※
迷
っ
た
ら
局
総
務
課
⻑
（
個
別
担
当
員
）
に
先
ず
相
談
し
て
下
さ
い

※
内

部
窓

⼝
へ

の
通

報
に

⼼
理

的
負

担
が

あ
る

⽅
な

ど
の

た
め

に
、

以
下

の
外

部
受

付
・

相
談

窓
⼝

も
利

⽤
で

き
ま

す
。

別紙３



参
考

農
林

⽔
産

省
職

員
内

部
通

報
対

応
要

領
（

概
要

）

■
農
林
⽔
産
省
職
員
内
部
通
報
対
応
要
領
(抜
粋
）

（
21
秘
第
62
号

平
成
21
年
４
⽉
30
⽇

農
林
⽔
産
事
務
次
官
通
知
）

（
⽬
的
）

第
１
条

こ
の
要
領
は
、
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
１
６
年
法
律
第
１
２
２
号
）
の
趣
旨

を
踏
ま
え
、
農
林
⽔
産
省
職
員
及
び
農
林
⽔
産
省
の
契
約
先
の
労
働
者
の
ほ
か
、
農
林
⽔
産

省
の
法
令
遵
守
を
確
保
す
る
上
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
そ
の
他
の
者
か
ら
の
農
林
⽔
産
省
及

び
職
員
の
法
令
違
反
等
に
関
す
る
通
報
及
び
相
談
を
受
け
付
け
る
体
制
を
整
備
し
、
こ
れ
ら

の
通
報
等
を
⾏
っ
た
者
の
保
護
を
図
り
な
が
ら
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
不
祥

事
の
発
⽣
を
未
然
に
防
⽌
す
る
と
と
も
に
、
公
務
に
対
す
る
国
⺠
の
信
頼
を
確
保
し
、
国
⺠

⽣
活
の
安
定
及
び
社
会
経
済
の
健
全
な
発
展
並
び
に
透
明
で
公
正
な
農
林
⽔
産
⾏
政
の
運
営

に
資
す
る
こ
と
を
⽬
的
と
す
る
。

（
通
報
等
を
⾏
う
者
の
責
務
）

第
３
条

通
報
等
は
、
不
正
の
利
益
を
得
る
⽬
的
、
他
⼈
に
損
害
を
加
え
る
⽬
的
そ
の
他
の

不
正
の
⽬
的
で
⾏
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
通
報
等
は
、
客
観
的
事
実
に
基
づ
き
、
誠
実
に
⾏
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
報
等
受
付
・
相
談
窓
⼝
及
び
担
当
員
）

第
５
条

（
略
）
通
報
者
等
か
ら
の
通
報
等
を
受
け
付
け
る
た
め
、
通
報
等
受
付
・
相
談
窓

⼝
及
び
担
当
員
を
置
く
。

２
通
報
等
受
付
・
相
談
窓
⼝
及
び
担
当
員
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
＜
抜
粋
＞

○
内
部
受
付
・
相
談
窓
⼝
︓
各
森
林
管
理
局
総
務
担
当
課

個
別
担
当
員
︓
各
局
の
総
務
課
⻑

○
外
部
受
付
・
相
談
窓
⼝
︓
蜂
巣
総
合
法
律
事
務
所

農
林
⽔
産
省
内
部
通
報
外
部
相
談
窓
⼝

外
部
窓
⼝
個
別
担
当
員
︓
弁
護
⼠

（
秘
密
保
持
の
徹
底
）

第
８
条

通
報
等
へ
対
応
過
程
で
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
通
報

等
へ
の
対
応
に
付
随
す
る
職
務
等
を
通
じ
て
、
通
報
等
に
関
す
る
秘
密
を
知
り
得
た
者
も
同

様
と
す
る
。

（
調
査
を
実
施
す
る
上
で
の
留
意
事
項
）

第
１
７
条

調
査
を
実
施
す
る
際
は
、
次
の
事
項
を
厳
守
す
る
こ
と
に
よ
り
、
通
報
者
等
の

個
⼈
情
報
及
び
通
報
等
に
関
す
る
秘
密
が
流
出
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
万
全
の
注
意
を
払
う

も
の
と
す
る
。



不
当
な
働
き
か
け
と
は

☑
⾃
社
に
有
利
な
競
争
参
加
資
格
の
設
定
依
頼

☑
⾃
社
の
受
注
ま
た
は
他
社
の
受
注
排
除
の
依
頼

☑
公
表
前
に
お
け
る
設
計
⾦
額
、
予
定
価
格
、
⾒
積
⾦
額
、
低
⼊

札
価
格
調
査
制
度
の
調
査
基
準
価
格
を
聞
き
出
す
⾏
為

☑
公
表
前
に
お
け
る
総
合
評
価
落
札
⽅
式
に
お
け
る
技
術
提
案
の

課
題
、
技
術
点
や
順
位
を
聞
き
出
す
⾏
為

☑
公
表
前
に
お
け
る
⼊
札
公
告
⽇
、
⼊
札
⽇
、
発
注
予
定
を
聞
き

出
す
⾏
為

☑
公
表
前
に
お
け
る
⼊
札
参
加
者
を
聞
き
出
す
⾏
為

☑
そ
の
他
、
特
定
の
者
へ
の
利
益
ま
た
は
不
利
益
に
つ
な
が
る
依

頼
や
情
報
を
聞
き
出
す
⾏
為

判
断
に
迷
っ
た
ら
署
⻑
等
に
相
談
し
て
下
さ
い
。

不
当
な
働
き
か
け
を
受
け
た
場
合
は
、
必
ず
報
告
し
ま
し
ょ
う
。

☑
あ
な
た
だ
け
で
抱
え
込
ま
な
い
。

☑
⽇
頃
か
ら
、
報
告
・
連
絡
・
相
談
を
⼼
が
け
る
。

☑
事
が
⼤
き
く
な
っ
て
し
ま
う
前
に
、
あ
な
た
か
ら
、
上
司
等
に

相
談
し
、
組
織
内
で
問
題
の
共
有
を
⼼
が
け
る
。

☑
管
理
監
督
者
の
あ
な
た
は
、
な
ん
で
も
話
せ
る
職
場
環
境
を
確

⽴
・
持
続
し
、
職
員
か
ら
、
相
談
を
受
け
た
ら
、
全
⼒
で
解
決

に
取
り
組
む
。

☑
あ
な
た
が
対
応
し
に
く
い
状
況
に
な
っ
て
も
組
織
と
し
て
対
応

す
る
。

（
職
員
⽤
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
「
機
２
庁
内
限
り
」
）

何
で
も
相
談
で
き
る
職
場
環
境
を
つ
く
る
た
め
、

職
員
相
互
の
意
思
疎
通
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

発
注
事
務
に
関
し
て
、
第
三
者
か
ら
不
当
な
働
き
か
け
を
受
け
た
場
合
の
報
告
は
、

職
員
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
で
す
。

（
※
）
農
林
⽔
産
省
発
注
者
綱
紀
保
持
規
程
第
11
条
の
報
告
等
に
お
い
て
、
発
注
担
当
職
員
は
、
⾃
ら
担
当
す
る
発
注
事
務
に
関
し
て
、
第
３
条
の
職
員
の
責
務
（
法
令
遵
守
、
問
い
合

わ
せ
等
へ
の
適
切
な
対
応
等
）
、
第
６
条
の
秘
密
の
保
持
（
予
定
価
格
等
の
情
報
の
教
⽰
、
⽰
唆
を
し
て
は
な
ら
な
い
）
、
第
７
条
１
項
の
事
業
者
と
の
応
接
⽅
法
（
⼀
部
の
事
業
者
が

有
利
⼜
は
不
利
と
な
る
よ
う
取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
）
の
各
規
定
に
抵
触
す
る
と
思
料
さ
れ
る
事
実
を
確
認
し
た
場
合
は
、
「
不
当
な
働
き
か
け
」
と
同
様
に
報
告
義
務
が
あ
り
ま
す
。

○
第
三
者
と
は
、
事
業
者
や
O
Bだ

け
で
な
く
、
職
場
の
上
司
や
同
僚
も
含
む
発
注
担
当
職
員
以
外
の
全
て
の
者
で
す
。

○
第
三
者
か
ら
の
不
当
な
働
き
か
け
は
拒
否
す
る
と
と
も
に
、
公
表
す
る
旨
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
そ
の
内
容
を
署
⻑
等
及
び
局
総
務
課
⻑
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

○
発
注
事
務
に
関
し
て
会
計
法
令
等
に
抵
触
す
る
事
実
を
確
認
し
た
場
合
も
同
様

（
※
）
で
す
。

法
令

事
業

令
和
５
年
４
⽉
１
⽇

近
畿
中
国
森
林
管
理
局
発
注
者
綱
紀
保
持
委
員
会

別紙４



参
考

農
林
⽔
産
省
発
注
者
綱
紀
保
持
規
程

職
員
等
の
責
務
、
職
員
相
互
の
意
思
疎
通
、
良
好
な
職
場
環
境
の
確
⽴

（
管
理
監
督
者
の
責
務
）

第
５
条

管
理
監
督
者
は
、
そ
の
職
責
の
重
要
性
を
⾃
覚
し
、
発
注
担
当
職
員
の
範
と
な
る
よ
う
⾃
ら
を
律
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
管
理
監
督
者
は
、
発
注
担
当
職
員
と
の
意
思
疎
通
を
積
極
的
に
図
り
、
良
好
な
職
場
環
境
を
確
⽴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
管
理
監
督
者
は
、
第
３
条
に
規
定
す
る
発
注
担
当
職
員
の
責
務
が
果
た
せ
る
よ
う
、
発
注
担
当
職
員
を
適
切
に
指
導
監
督
し
、
適
正
な
発
注
事
務
の
確
保
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
者
か
ら
の
不
当
な
働
き
か
け
を
受
け
た
場
合
の
対
応
、
報
告
義
務

（
報
告
等
）

第
１
１
条

発
注
担
当
職
員
は
、
⾃
ら
担
当
す
る
発
注
事
務
に
関
し
、
第
３
条
、
第
６
条
及
び
第
７
条
第
１
項
に
抵
触
す
る
と
思
料
さ
れ
る
事
実
を
確
認
し
、
⼜
は
不
当
な

働
き
か
け
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
属
の
⻑
及
び
担
当
者
に
対
し
、
当
該
内
容
を
別
記
様
式
に
よ
る
報
告
書
に
事
実
に
基
づ
き
正
確
に
記
録
し
、
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

（
第
三
者
か
ら
の
不
当
な
働
き
か
け
を
受
け
た
場
合
の
対
応
）

第
１
０
条

発
注
担
当
職
員
は
、
勤
務
時
間
の
内
外
を
問
わ
ず
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
第
三
者
か
ら
の
不
当
な
働
き
か
け
（
対
⾯
、
郵
送
、
電
話
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、

電
⼦
メ
ー
ル
等
に
よ
る
⼿
段
等
）
を
受
け
た
時
は
、
当
該
働
き
か
け
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
第
三
者
に
対
し
て
、
不
当
な
働
き
か
け
を
受
け
た
内
容

を
記
録
し
、
公
表
す
る
旨
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
略
）

（
職
員
の
責
務
）

第
３
条

発
注
担
当
職
員
は
、
発
注
事
務
に
関
し
て
、
国
⺠
の
疑
惑
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
発
注
担
当
職
員
は
、
発
注
事
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
会
計
法
、
公
共
⼯
事
の
⼊
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
、
⼊
札
談
合
等
関
与
⾏
為
の
排
除

及
び
防
⽌
並
び
に
職
員
に
よ
る
⼊
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
⾏
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
、
刑
法
、
私
的
独
占
の
禁
⽌
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
そ
の
他

の
発
注
事
務
に
係
る
会
計
法
令
等
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
発
注
担
当
職
員
は
、
発
注
事
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
透
明
性
、
公
平
性
及
び
公
正
性
の
確
保
に
⼗
分
留
意
す
る
も
の
と
し
、
発
注
事
務
に
関
す
る
苦
情
、
相
談
、

問
い
合
わ
せ
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
管
理
監
督
者
等
と
相
談
の
上
、
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
職
員
は
、
発
注
担
当
職
員
に
対
し
て
、
前
３
項
の
規
定
に
抵
触
す
る
こ
と
と
な
る
働
き
か
け
を
⾏
っ
て
は
な
ら
な
い
。

５
職
員
は
、
職
員
相
互
の
意
思
疎
通
を
⽇
頃
か
ら
円
滑
に
確
保
し
、
発
注
事
務
に
関
し
、
業
務
運
営
上
の
問
題
が
⽣
じ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
万
⼀
問
題
事

案
が
発
⽣
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
組
織
内
に
お
け
る
業
務
運
営
上
の
役
割
分
担
を
尊
重
し
て
、
組
織
と
し
て
適
切
な
対
応
を
⾏
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
職

員
は
、
職
員
相
互
の
意
思
疎
通
を
⽇
頃
か
ら
円
滑
に
確
保
し
、
発
注
事
務
に
関
し
、
業
務
運
営
上
の
問
題
が
⽣
じ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
万
⼀
問
題
事
案

が
発
⽣
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
組
織
内
に
お
け
る
業
務
運
営
上
の
役
割
分
担
を
尊
重
し
て
、
組
織
と
し
て
適
切
な
対
応
を
⾏
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。



機密性２情報 局内限り

別紙５ 

令和５年度巡回点検計画表 

署等 点検対象の治山工事 点検時期 点検者 備考 

石川 R3：湯の谷中流部山腹工事（ゼロ国） 

R4：湯の谷中流部山腹工事（ゼロ国） 

第２四半

期までに

実施する

ことで日

程調整を

行う 

別途調整 

福井 R3：小沢山腹工事 

R4：小沢山腹工事 

〃 

三重 R3：大又山腹工事 

R4：大杉谷（地池谷上流）渓間工事 

〃 

滋賀 R3：関寺外山腹工事 

R4：関寺外山腹工事 

〃 

京都 

大阪 

R3：貴船山山腹工事 

R4：貴船山山腹工事 

〃 

兵庫 R3：清水坂山腹工事 

R4：城山山腹工事 

〃 

広島 

北部 

R3：－ 

R4：大造山災害復旧工事 

〃 



機密性２ 局内限り

別紙６

森林管理署（所）

課等

【第　　四半期分報告】

取組内容

職員に対する研
修の徹底

実施日
講師名
受講者数
研修内容

利害関係者との
飲食ルールの厳
格な保持

事業者に対する
周知徹底

執務環境の整備
等

内部通報制度の
周知徹底

入札・契約事務
における情報管
理の徹底

監督・検査業務
の適正な実施

３ その他の取組

注）１　取組内容には、実施月日、取組内容、対象者、対象者数等を記載。

２　局が実施する集合研修、打合せ会議、巡回点検は除く。

令和５年度 発注者綱紀保持推進計画取組状況報告

取組事項

１ 発注者綱紀保
持の徹底

定着状況の把
握・点検等の
効果的な実施

２




